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所管課名 水大気環境課 整理番号 3-8

処分の種類

根拠法令条例
等・条項

処分の概要

処分基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠 －

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）

【参考】
・水質汚濁防止法
第14条の３  都道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場（以下この条及び第22条第１項におい
て「有害物質貯蔵指定事業場」という。）において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る
被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特
定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者（相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。）に対し、相当の期限を定めて、
地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該特定事業場又は有
害物質貯蔵指定事業場の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。
 ２　前項本文に規定する場合において、都道府県知事は、同項の浸透があつた時において当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の

設置者であつた者（相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。）に対しても、同項の措置をとることを命ずることができる。

・水質汚濁防止法施行規則
第９条の３ 　法第14条の3第1項又は第2項の命令は、地下水の水質の汚濁の原因となる有害物質を含む水の地下への浸透があつた特定事
業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者及び当該浸透があつたことにより地下水の流動の状況等を勘案してその
水質の浄化のための措置が必要と認められる地下水の範囲を定めて行うものとする。
２ 　法第14条の3第1項の必要な限度は、地下水に含まれる有害物質の量について別表第二の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下
欄に掲げる基準値（以下「浄化基準」という。）を超える地下水に関し、次の各号に掲げる地下水の利用等の状態に応じて当該各号に定める地
点（以下「測定点」という。）において当該地下水に含まれる有害物質の量が浄化基準を超えないこととする。ただし、同項又は同条第2項の命
令を二以上の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行う場合は、当該命令に係る地下水の測定
点における測定値が浄化基準を超えないこととなるようにそれらの者の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場における有害物質を含む水
の地下への浸透が当該地下水の水質の汚濁の原因となると認められる程度に応じて定められる当該地下水に含まれる有害物質の量の削減
目標（以下単に「削減目標」という。）を達成することとする。
一 　人の飲用に供せられ、又は供せられることが確実である場合（第二号から第四号までに掲げるものを除く。）　井戸のストレーナー、揚水機
の取水口その他の地下水の取水口
二 　水道法 （昭和32年法律第177号）第3条第2項 に規定する水道事業（同条第5項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水
のみをその用に供するものを除く。）、同条第4項に規定する水道用水供給事業又は同条第6項に規定する専用水道のための原水として取水
施設より取り入れられ、又は取り入れられることが確実である場合　原水の取水施設の取水口
三 　災害対策基本法 （昭和36年法律第223号）第40条第1項に規定する都道府県地域防災計画等に基づき災害時において人の飲用に供せら
れる水の水源とされている場合　井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
四 　水質環境基準（有害物質に該当する物質に係るものに限る。）が確保されない公共用水域の水質の汚濁の主たる原因となり、又は原因と
なることが確実である場合　地下水の公共用水域へのゆう出口に近接する井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
３ 　法第14条の3第1項の相当の期限は、第1項に規定する地下水の範囲、地下水の水質の汚濁の程度、地下水の水質の浄化のための措置
に係る特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者の技術的又は経済的能力その他の事項を勘案して、人の
健康を保護する観点から合理的な範囲内で定めるものとする。
４ 　第1項に規定する命令は、同項に規定する地下水の範囲、達成すべき浄化基準（同項の命令を二以上の特定事業場又は有害物質貯蔵指
定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行う場合にあつては、削減目標）、相当の期限その他必要な事項を記載した文書により、当
該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行うものとする。

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

設置者であった者に対する地下水の水質浄化措置命令

水質汚濁防止法第14条の３第２項

特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場において有害物質に該当する物質を含む水の
地下への浸透により現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあったと認め
るときは、地下水質の浄化のための措置を当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業
場であった設置者に対し命ずることができる。


